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第 2 回「若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会」 
     平成 27 年 11 月 27 日（金）午後 2 時半から 
                            於 法務省 
                    ヒヤリングを受ける者：横 山  実 
     国学院大学名誉教授、日本社会病理学会会長 
                                        警察政策学会少年問題部会長 
１．非行少年の変化 
 少年の多くは、最近は、ロバートマートンの類型に従えば、同調的あるいは儀礼的行動をとるように

なっている。非行行動も、反社会的なものから非社会的なものへと移行している。（横山実著「最近激変

している少年非行」、警察政策学会少年問題部会 警察政策学会資料第 80 号『少年問題研究論文』、86
－117 頁を参照していただきたい。）非行少年の中では、発達障害の少年が増加しており、第三種少年

院（今年の 6 月に施行された少年院法の前には、医療少年院と呼ばれた）の増設が求められている。 
法務省は、東京都の立川市と昭島市にまたがる国営昭和記念公園に隣接する米軍基地跡地に「国際法

務総合センター」を建設する計画を持っている。その計画では、矯正医療センター（医療刑務所と医療

少年院）と少年非行対策センター（少年鑑別所）の設立が含まれている。もし少年法適用年齢が 18 歳未

満に引き下げられて、第三種少年院と少年鑑別所の被収容少年が 4 割も減少したら、矯正医療センター

と少年非行対策センターは、無用の長物となる（税金の無駄遣いになる）。 
２．法体系についての二つの考え方。 
 一つは、法体系の整合性を強調する考え方。その考えによれば、成年年齢が 18 歳に引き下げられたら、

当然、少年法の適用年齢は、18 歳未満に引き下げるべきということになる。第 1 回勉強会において、藤

本哲也先生が「主要な法律は成人年齢をそろえないと国民が混乱する」（日経新聞、11 月 3 日の記事）と

述べたのは、この立場に立つ。なお、「主要な法律」ではない未成年者喫煙法や未成年者飲酒法について

は、適用年齢を現状維持する含みを持たせているので、藤本先生の主張は、整合性の例外を認めている。

その折衷的な立場をとるならば、どこまでの「主要な法律」では原則を貫き、それ以外の法律では適用

年齢の例外を認めるかの基準を明示する必要がある。なお、9 月 17 日に了承された自民党特命委員会の

提言（資料３）は、「その年齢要件を原則として 18 歳以上（未満）とすべきである」とし、例外を認め

ている点に注意すべきである。 
他方、個別法の目的に応じて、その適用年齢が異なることを認める考えがある。その代表的な考えは、

法務省顧問の松尾浩也先生の次の文章で示されている。 
「立法に関して今後懸念されるのは、公職選挙法改正のもたらす影響である。選挙権の年齢引き下げは

歓迎すべきこととしても、当該年齢層の国民全員に国政参加の権利を与える選挙法の場合と、ごく一部

でしかない非行少年を対象として、その健全育成をはかる少年法とでは、視点は異なるのが当然である。

20 歳未満までを対象とする戦後改革によって、日本の少年法は刑事政策上の成功を収めており、その成

果は維持されなければならない。」（松尾浩也「少年法特集号によせて」 『家庭の法と裁判』第 3 号（2015
年 10 月）の巻頭言）。 
３．少年法適用年齢は、「18 歳未満」が世界的基準か。 
 藤本先生は、「世界では 18 歳を成人として少年法を適用している」として引き下げに賛成意見を述べ

ている（日経新聞、11 月 3 日の記事）。そして、日経新聞では、勉強会で配布された資料の一つとおもわ
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れる「各国の少年法適用年齢」の表が掲載されている。勉強会に提出したこの表は、藤本先生が作成し

たのか、それとも刑事局が作成したのかは、日経新聞では明示されていなかった。 
 ところで、私は、各国の少年法適用年齢を根拠に、日本でも 18 歳未満に引き下げすることを正当化す

ると予想していた。そこで、私の知り合いの研究者約 120 名に、The Economist 2015年 8月 1日号に掲

載された、東京支局長のタムジン・ブース氏の書いた記事「日本の犯罪 被害者正義 少年犯罪者への

間違ったパニック」（資料２）を送り、そこで紹介された私の少年法適用年齢の引き下げ反対について意

見を求めた。その結果、たくさんの研究者から、私の引き下げ反対のキャンペーンを支持するとのメッ

セージが届いた。その主な研究者は、以下の通りである。 
Peter Grabosky  (Australian National University 名誉教授、オーストラリア・ニュージーランド

犯罪学会元会長) 

Jim Hackler （University of Alberta 名誉教授、アメリカ犯罪学会元事務局長） 

Emilio Viano (The American University 教授、国際犯罪学会会長) 
Agnew, Robert S ( Emory University 教授、アメリカ犯罪学会前会長) 
Emil Plywaczewski (University of Bialystok 法学部長) 

Jerzy Sarnecki (Dept. of Criminology, University of Stockholm 教授) 
Michael Levi (University of Wales, College of Cardiff 教授)  

 Agnew は、倫理的に行動を規制する脳の働きは 25 歳まで発達するという、最近の研究を引き合いに

出して、少年法適用年齢を 20 歳未満に据え置くことに賛成している。そして、私の引き下げ反対キャン

ペーンで、支持者として自分の名前を出してよいと述べている。なお、ドイツのジャーナリストの Robert 
Harnischmacher からの情報は、資料４の房日新聞 9 月 16 日の記事の中で紹介しているので参照して

いただきたい。 
４．世論調査による少年法適用年齢引き下げの支持をどう考えるか。 
 今の社会は、同調行為をする者が増えており、また、犯罪被害者に同情している。そのために、非行

少年を見る目は厳しくなっている。世論調査によれば、多くの人々が、18 歳及び 19 歳の年長少年を少

年法の対象から外して、彼らを刑罰で厳しく処罰して、社会から排除することを求めている。しかし、

年長少年を成人の犯罪者として、刑務所に長期間拘禁するのは、彼らの社会復帰を困難にするばかりで

なく、コスト計算から判断しても望ましくない（刑務所で処遇は、多額の税金が使われているのである）。 
５．改正公職選挙法の附則第 5 条と第 11 条は、引き下げ論の根拠になるか。 
 附則第 5 条と第 11 条については、資料１を参照していただきたい。なお、この資料は、主なマスコミ

機関 18 社に送ったが、私は国内において知名度がないので、すべての機関から無視された。マスコミ界

で名が売れた研究者の見解しか報道しないのは、現在のマスコミの病理である。また、マスコミ界に売

り込みを図る研究者が多くなっているのも、病理現象である。 
６．自由民主党「成年年齢に関する特命委員会」の提言の内容は妥当か。 
 私は、知り合いのマスコミ関係者から、自民党特命委員会が、9 月 10 日に最後の会合を開いて、未成

年者喫煙禁止法と未成年者飲酒禁止法については、引き下げ論で結論付けるか、それとも、引き下げ論

と慎重論の両論併記にするか検討する予定であることを知らされた。また、少年法適用年齢引き下げに

ついては、委員から異論が出でいないので、引き下げを結論にする。その上で、「少年法の保護対象年齢

を「18 歳未満」に引き下げても 18 歳及び 19 歳について「一定の条件を満たせば特例の保護措置を適用
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する」という制度にすることで、反対論を押さえられるとの見通しを持っている」と知らされた。そこ

で、9 月 8 日には、特例の保護措置の構想に対する反論の原稿を書いた。それを知り合いの研究者やマス

コミ機関に送付した。その結果、房日新聞が、9 月 12 日から 4 回連載で原稿を掲載してくれた。房日新

聞の許可を得たので、それを資料４として提示させていただく。 
 この原稿では、少年法適用年齢が引き下げられた時の問題点を、多岐にわたって指摘しているが、最

大の問題点は、軽い犯罪を犯した 18 歳及び 19 歳の若者が、大量に野放しにされることである。 
７．自民党特命委員会の提言の手続きは妥当か。 
 自民党の特命委員会は、9 月 10 日に会合を開いて、提言案を了承している。同日に、知り合いの弁護

士から、その提言案が送られてきた。この提言案で、不可解なのは、それに「取扱注意」という印が押

されていることである。自民党特命委員会での討論過程は、マスコミで報道されているのであり、最終

段階の案を「取扱注意」にする合理的理由は何もないからである。 
 第 2 に不可解な点は、提言に名宛人が書かれていないことである。自由民主党政務調査会の下部機関

である特命委員会は、政務調査会長あるいは党総裁宛に提言書を提出したのであろうか。自民党の公式

提言になるためには、少なくとも政務調査会で了承を得る必要があるといえよう。 
日本テレビ系（NNN）の 9 月 25 日(金)1 時 45 分配信のニュースは、次のように伝えている。「これま

で「20 歳未満」とされてきた少年法の適用年齢について、自民党の特命委員会は 24 日、「18 歳未満」

へと引き下げるよう上川法相に申し入れた」。このニュースからは、自民党の一つの委員会からの申し

入れに過ぎないと読み取れる。その後、刑事局からもらった情報によると、この提言は、政務調査会の

了承を得ているという（資料３）。そこで、法務省は、自民党からの正式な提言と受け止めて、提言内

容の具体化の準備のために、本勉強会を設けたのであろう。 

８．本勉強会設置 
本勉強会の趣旨は、次のとおりである。 

 「法務省刑事局、矯正局及び保護局は、法務大臣の指示により、公職選挙法等の一部を改正する法律

附則第 11 条の趣旨及び民法の成年年齢についての検討状況を踏まえ、少年法の適用対象年齢を含む若年

者に対する刑事法制の在り方全般について検討を行うために、本勉強会を実施する。」 
 勉強会の構成員は、研究者 3 名を含む 17 名である（10 月 22 日の日経記事）。法務省の構成員の中心

は、3 人の局長を含めて、検事である。 
私は、自民党特命委員会の提言についての法務省内での検討は、検事が中心となり、現場の声が十分

に反映されないかもしれないと憂慮して、岩城光英法務大臣に、就任直後に手紙を書き、「法務大臣とし

て、少年院や少年鑑別所などで働く現場の職員の意見をくみ上げて、少年矯正のあるべき姿を考えてい

ただければ幸いです」と要望した。岩城大臣は、その要望を受け入れてくれたようで、10 月 29 日には、

多摩少年院を訪問している。勉強会の構成員の中心である検事は、法務大臣に倣って、少年院、少年鑑

別所、保護観察所などを訪問して、少年法適用年齢が 18 歳未満に引き下げられた時、少年院における処

遇、少年鑑別所における資質鑑別、保護観察官や保護司による保護観察が、どのような影響を受けるの

かを、現場職員から聞き取ってほしい。 
９．青年層設定について 
 自民党特命委員会の提言では、「若年者のうち要保護性が認められる者に対しては保護処分に相当する

措置の適用ができるような制度を検討すべきである」とうたっている。それを実現するための準備とし

http://rdsig.yahoo.co.jp/media/news/medianame/articles/RV=1/RU=aHR0cDovL2hlYWRsaW5lcy55YWhvby5jby5qcC92aWRlb25ld3Mvbm5u
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て設けられたのが、本勉強会である。それゆえに、「少年法制の在り方」ではなく、「若年者に対する刑

事法制の在り方」を全般的に検討することをうたっている。本勉強会の目的は、自民党特命委員会の提

言を踏まえ、「少年法適用年齢引き下げ」を前提として、青年層への例外措置としての保護措置をどのよ

うに適用するのか、また、その適用を成功させるためには、どうしたらよいかを検討するものである。

それゆえに、日経新聞 10 月 22 日の記事で書かれているように、本勉強会は、「少年法の適用年齢引き下

げの是非の結論を出すものではない」のである。 
10．青年層への保護措置の手続きおよびその内容は明らかでない。 
 私は、刑事局において、今年の 3 月頃、青年層への保護措置の例外的適用について検討が行われてい

たという噂を、6 月になって聞いている。おそらく、その検討結果を念頭において、提言では、「若年者

（その範囲を含む）」と表現したのであろう。 
 11 月 3 日の日経新聞では、藤本先生が「18 歳以上 21 歳未満の年齢層を「青年層（若年成人）層」と

位置づけ、従来の保護処分か刑事手続きかを選択できるようにする案を提示」したと報じている。刑事

局で検討していた案は、藤本先生が提示した案と、どのような違いがあるのであろうか。11 月 9 日に法

務省で勉強会の趣旨説明を受けたが、その時には、刑事局及び藤本先生の「青年層への例外的保護措置」

の構想を知らせてもらえなかった。 
 なお、検察官先議の制度の下で、例外的保護措置の適用をする際、一番問題になるのは、誰が要保護

性を判断して、それを適用するかの点にある。その詳細については、資料４を参照していただきたい。 
11．20 歳以上の若者への保護措置の適用可能性 
 11 月 9 日に勉強会の説明を受けた時、20 歳以上の若者への保護措置適用について意見を求められた。

藤本先生の提案から判断すると、刑事局は、少年法の保護主義を後退させたという誹りを受けないため

に、20 歳の若者にも保護措置をとる方策を検討していると推測した。そこで、その点について意見を述

べておく。 
 今の大学生からわかるように、若者の多くは、一人っ子や二人っ子であり、親や周りの大人に大切に

育てられている。それゆえに、親離れが遅れて、自立していない。社会的な未熟者である 20 歳の者（私

の考えでは、20 歳から 22 歳の若者）に、現在の少年法の下で実施されている保護処分と類似した保護

措置を講じることは望ましい。しかし、現在は、犯罪者への目が厳しくなっているので、それを提言す

るには、時間をかけて、人々にその必要性を理解してもらわなければならない。それゆえに、今の時点

で、少年法適用年齢引き下げと抱き合せで、20 歳の若者への保護処分適用を提言することには反対であ

る。 
12．少年司法法制の他機関（警察、検察、裁判などの機関）への影響も考えてほしい。 
 1970 年には、法務省作成の「少年法改正要綱」が、諮問案として法制審議会に提示された。その案は、

18 歳以上 20 歳未満を青年とし、青年の事件の処理手続きをすべて刑事訴訟法化し、検察官に起訴・不

起訴（青年）、送致・不送致（少年）の選択権を与えるというものであった。それに対しては、最高裁判

所と日本弁護士連合会は、現行少年法の基本理念や基本構造を変えるものとして反対した。現在では、

最高裁判所は、当時ほど、少年法の保護主義を尊重していない。しかし、少年法適用年齢が引き下げら

れたら、家庭裁判所における少年事案の調査や審判の体制は、大きな影響を受ける。それゆえに、法務

省刑事局が、少年法適用年齢引き下げの案を作成する際には、少なくとも最高裁判所家庭局の意見を聞

くべきである。他機関への予想される影響については、資料４を参照していただきたい。 
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資料１  
 

平成 27 年 6 月 4 日 

 

報道責任者様 

 

                          横 山  実 

      國學院大學名誉教授 

      少年法研究会世話人 

      日本社会病理学会会長 

 私は、少年法や刑法を国学院大学で教えていた社会学者です。世界的に知られている犯

罪学者ですが、主として英語で論文を書いていたので、日本では無名です。このたびは、

マスコミの皆様に、ぜひご理解いただきたく、この手紙を書かせていただきました。 

 先ほどのニュースで、今日の衆議院本会議で、公職選挙法改正案が可決される見込みと

いう報道がありました。そこで、30 年以上、澤登俊雄先生とともに、少年法研究会におい

て少年法を研究してきた立場から、今回の公職選挙法案の問題点を指摘させていただきま

す。問題点についてご理解いただけたのであれば、良識の府である参議院で、法案の附則

第 5 条と第 11 条について、慎重審議するよう、貴社で報道していただければ幸いです。 

 ご承知のように、2000 年に少年法が改正された時、刑事法研究者や弁護士などが、大規

模な反対運動を展開しました。しかし、それが挫折して、彼らは意気消沈しています。当

時、私は、2000 年の少年法改正は、一部犯罪化に過ぎず、最大の犯罪化は、少年法適用年

齢を 18 歳未満に引き下げることであると考えていました。そこで、2000 年少年法改正の

反対運動には参加しませんでしたが、民主党が、マニフェストで「18 歳未満の者に選挙権

を与えると同時に、少年法適用年齢も 18 歳に引き下げる」とうたったとき、それへの反対

キャンペーンを一人で始めました。その主張は、以下のホームページに掲げられている随

筆「少年法適用年齢を 18 歳に引き下げるべきか」で展開しています。 

 http://www2.kokugakuin.ac.jp/zyokoym/juvlawage1.html 

 私の主張は、法務省顧問の松尾浩也先生および法務省矯正局幹部の方々に支持されまし

た。そこで、彼らは、昨年の少年法改正の際にも、適用年齢を 18 歳未満に引き下げる条文

を盛り込むことに反対してくれました。 

 ところが、今回は、公職選挙法改正案の附則 5 条で、18 歳未満への引き下げの布石を打

つとともに、附則 11 条で「民法（明治二十九年法律第八十九号）、少年法その他の法令の

規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする」とうたい、少年法適

用年齢を 18 歳未満に引き下げるという方向性を打ち出しているのです。 

 この二つ附則は、誰も反対しない公職選挙法改正案の本条の後に、民法研究者や少年法

研究者に知られないように、忍び込ませたものです（5 月 30 日の少年法研究会で、私は、
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附則 5条と附則 11 条を説明しましたが、それらが忍び込まされていたのを、誰も知りませ

んでした）。おそらく、マスコミ関係者も、その二つの附則の問題点を知らないと思いま

すので、以下に詳述させていただきます。 

１．附則 4条（選挙犯罪等についての少年法の特例） 

第五条 家庭裁判所は、当分の間、少年法（昭和二十三年法律第百六十八号）第二

十条第一項の規定にかかわらず、年齢満十八年以上満二十年未満の者が犯した公

職選挙法第二百四十七条の罪若しくは同法第二百五十一条の二第一項各号（漁業

法及び農業委員会等に関する法律において準用する場合を含む。）に掲げる者と認

める者であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した同項に規定する罪、

同法第二百五十一条の三第一項の組織的選挙運動管理者等と認める者であって年

齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した同項に規定する罪若しくは同法第二

百五十一条の四第一項各号に掲げる者と認める者であって年齢満十八年以上満二

十年未満のものが犯した同項に規定する罪又は海区漁業調整委員会の委員の選挙

の当選人若しくは農業委員会の委員の選挙の当選人であって年齢満十八年以上満

二十年未満のものが犯した漁業法第九十四条若しくは農業委員会等に関する法律

第十一条において読み替えて準用する公職選挙法第二百五十一条に規定する罪の

事件（次項及び第三項において「連座制に係る事件」という。）について、その罪質が

選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合には、少年法第二十条第一

項の決定をしなければならない。この場合においては、同条第二項ただし書の規定を

準用する。 

民主党のホームページには、この特例を次のように説明しています。 

「家庭裁判所は、当分の間、18 歳以上 20 歳未満の者が犯した連座制の対象となる選挙犯罪

事件（以下「連座制にかかわる事件」という）について、その罪質が選挙の公正の確保に

重大な支障を及ぼすと認める場合には、少年法第 20 条第 1 項の決定（検察官への送致の決

定）をしなければならない」。 

 そこで、私は、公職選挙法第 247 条の罪、第 251 条の 2 の罪などが、どのようなもので

あるか、「ポケット六法」で調べてみました。そうしましたら、これらの条文は、省略され

ていたのです。つまり、連座制にかかわる事件には、候補者の親族や会計責任者など、き

わめて限定された範囲の者しか犯す可能性がないので、省略されていたのです。一般成人

でさえ犯す可能性がない犯罪、まして、政治的無関心である少年が犯す可能性がまったく

考えられない犯罪で、少年法の特例として、刑事処分を科すために原則検察官に逆送する

というのは、空絵ごとです。それは、将来、少年法適用年齢を 18 歳未満に引き下げるため

の布石以外の何物でもないのです。 

 ところで、少年法は、基本法の一つであり、そこでは、保護処分優先主義がうたわれて

います。それゆえに、2000 年の少年法改正の時には、「16 歳以上の少年で故意の犯罪で殺
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害したものを、原則検察官送致にする」ことをめぐって、激論が交わされたのです。その

ような重大な問題であるのに、少年法研究者や少年司法の実務家の意見も聞かず、附則 5

条を設けることは、適正な立法作業とはいえないでしょう。また、法案提出者は、法の間

の均衡を強調していますが、もし均衡というのであれば、連座制にかかわる事件の罪は、「故

意による殺害」と均衡が取れた、重大な法益侵害行為なのでしょうか。 

２．附則１１条（法制上の措置） 

第十一条 国は、国民投票（日本国憲法の改正手続に関する法律（平成十九年法律

第五十一号）第一条に規定する国民投票をいう。）の投票権を有する者の年齢及

び選挙権を有する者の年齢が満十八年以上とされたことを踏まえ、選挙の公正そ

の他の観点における年齢満十八年以上満二十年未満の者と年齢満二十年以上

の者との均衡等を勘案しつつ、民法（明治二十九年法律第八十九号）、少年法そ

の他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとす

る。 

 わが国では、基本法の改正については、法制審議会において、多方面の意見を斟酌して、

慎重に検討するという慣行があります。附則 11 条は、その慣行を踏みにじるものです。 

 たとえば、民主党政権下で、成年年齢を 18 歳に引き下げる議論が行われています。その

時は、民法の研究者は、引き下げ賛成と反対に二分されて、結論が出なかったのです。反

対論の根拠の一つは、社会的に未熟である 18 歳および 19 歳の者が、高額商品を購入させ

られた時、現在のように保護できなくなるというものでした。その論拠は、18 歳および 19

歳の者が社会的に未熟になっていることをふまえると、十分に説得力があります。そのよ

うな説得力のある反対論を無視して、民法でも、成年年齢を 18 歳に引き下げる「法的措置

を講ずる」とうたうのは、立法論からみて妥当性を欠くと思われます。 

 民主党関係者は、選挙権という権利を与えるのであるから、成人として義務を負うべき

であるという論理で、少年法適用年齢引き下げを主張します。しかし、もしそれをしたら、

現実には、世界に誇る少年司法の実践が壊滅的打撃を受けます。たとえば、少年院収容者

は、4 割減少して、実績を上げてきた少年院の矯正処遇の技法が失われます。このような損

害を与えてまで、法の均衡という形式論理で、少年法適用年齢を 18 歳未満に引き下げる必

要はないと考えます。 

 以上のように、附則 5 条および 11 条には、大きな問題がありますので、良識の府である

参議院で見直しのために慎重な審議をするよう、貴社において報道されることを期待させ

ていただきます。 

                                   以 上 

追伸：私は、6 月 4 日から 6 日の間は、全国矯正展に行く以外には、赤坂の自宅で英語の論

文を書いています。もし質問があれば、電話（省略）か、メール（省略）に賜れば

幸いです。 
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資料２  

 

2015年 8月 5日 

報道機関各位 

        國學院大學名誉教授 

                                  横 山  實 

 

私は、8月 1日付で、少年法適用年齢引き下げ問題について、資料とともに手紙を差し上げました。そ

の手紙の末尾には、もし関心があれば、日本弁護士会が主催する衆議院議員会館における院内集会に取

材に訪れるようにお願いしました。 

世話役の斎藤義房弁護士によると、昨日の院内集会には、会場の定員を上回る方が参集したというこ

とです。また、議員および議員秘書もたくさん出席したということです。 

ところで、エコノミスト 2015年 8月 1日号に、東京支局長のタムジン・ブース氏が書いた記事「日本

の犯罪 被害者正義 少年犯罪者への間違ったパニック」が掲載されました（24ページ）。その中に、私

へのインタビューが掲載されています。詳細は、現物をお読みいただくとして、記事の概要をお知らせ

します。 

 

１．日本の刑務所では、老人が増加している。 

２．14 歳から 19 歳の犯罪少年よりも、65 歳以上の高齢者の方が、犯罪者総数は、多くなっている（表

で示している）。高齢者犯罪の主なものは、万引きなどの軽微な犯罪である。 

３．少年犯罪数は、少年警察活動が活発であるにもかかわらず、2003 年から下落している。しかも、そ

の大半は、軽微な犯罪である。 

４．日本の犯罪率は、先進国の平均の 10 分の１である。 

５．しかし、少年による凶悪な殺人事件は、メディアによって強調されるために、人々は、それらの事

件は、少年暴力犯罪の頻発と確信させられている。最近の少年による殺人事件は、川崎の事件のほかに

も二つ見られる。 

６．神戸連続殺人を犯した元少年Ａは、本を出版したが、それはベストセラーになった。 

７．現在の日本の非行少年へのアプローチは、刑罰ではなく、個人の改善が強調されている。 

８．実務では、リハビリテーションが合言葉になっていて、より寛大な矯正施設が、刑務所にとって代

わっている。 

９．少年犯罪者の多くは、52 の少年院の１つに送られる。そこでの被収容少年は、法務教官と親密な人

間関係を持つ。それを通して、彼らは、早期の社会復帰を準備する。学科教育や職業訓練が、少年院の

中で行われている。 

10．（1997年以前では）殺人で有罪になっていた少年も、少年院で 2年以内の拘禁を受けて仮退院してい

た。 

11．犯罪被害者の権利の運動が起きた。そこで、2000 年には少年法が改正された。それにより（検察官

逆送で）刑事処分を科すことができる年齢は、16歳から 14歳に引き下げられた。 

12．政権党である自由民主党の保守的政治家たちは、今、少年犯罪者を、より厳しく処することを欲し
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ている。 

13．「最近の少年殺人事件の連続は、その好機だ」と、元法務大臣の鳩山邦夫氏は述べている。なお、彼

は、法務大臣在任中に、多数の死刑確定者に死刑の執行を命じたことで知られている。 

14．7月 13日には、九州で殺人を犯した少女が、医療少年院送致になっている。 

15．自由民主党の幹部は、少年法適用年齢を、投票権付与年齢を 18歳に引き下げたのにあわせて、20歳

未満から 18歳未満に引き下げることにしている。 

16．日本の刑事システムのエキスパートである横山実は、「（引き下げると）少年院でリハビリテーショ

ンを受けている被収容少年の 5 分の２が失われて、彼らは、刑務所に収容させることになる」と話して

いる。 

17．その場合、彼らには、（「刑務所帰り」という）より大きな烙印が貼られることになる。 

18．高く評価されている少年院の質が、大きく損なわれるのである。 

19．また、少年たちのために働いているボランティアの多くが、（少年司法から）去るであろう。 

20．いじめ問題。神奈川・川崎市の中学 1 年生、上村遼太さんの惨殺事件に関して、日本のグループ指

向の教育システムに言及。 

なお、上記は、意訳で概要のみの訳です。不正確な部分があると思いますので、原本の英文を読むこ

とをお勧めします。 

  

 ついでに、エコノミストの記事を、世界各国の知識人である読者 200 万人がどのように、とらえるか

を、簡単に解説しておきます。 

ご承知のように、アメリカを除く、先進国は、死刑廃止条約を批准しています。それゆえに、法務大

臣の在任中に、たくさん死刑執行を命じた鳩山邦夫氏は、非人道的な保守的政治家というイメージを、

読者は持つはずです。 

記事の下に描かれている挿絵では、少年が中央に描かれています。彼は、少年審判の手（正義のシン

ボルの秤が描かれています）が差し伸べられ、そちらに向かおうとしています。それを食い止めようと

する死神（右翼の政治家）は、大鎌で少年の胸を刺し、血まみれの右手を握って、牢獄に引きずり込み、

死刑執行しようとしています。この挿絵は、少年法適用年齢引き下げを主張している保守的政治家を痛

烈に風刺しています。 

日本の政治家が、科学的根拠に基づかず、多くの研究者や実務家の反対意見を押し切って、少年法適

用年齢引き下げを強行したら、世界的に日本の知的水準は低いとみなされるでしょう。 

なお、昨年の少年法の改正で、少年法で規定している相対的不定期刑が、長期化されました。それゆ

えに、原則逆送で重罰化が行われるようになっているので、凶悪事件の遺族が中心である犯罪被害者運

動のリーダーは、今回は、少年法適用年齢の引き下げを声高に叫んでいません。それゆえに、鳩山氏が、

犯罪被害者の応報感情を根拠に少年法適用年齢引き下げを主張するのは、的外れといえます。今後とも、

少年法適用年齢引き下げの問題点について、ご理解を賜るよう、お願い申し上げます。 

 なお、私は、明日、タイに向かいます。International Police Executive Symposium に参加するため

です（創立者の Dilip Das 博士は、30年来の友人です）。13日まで不在ですので、ご了承ください。 

 末筆ですが、異常な猛暑が続いていますので、ご自愛のほど、お祈り申し上げます。 



資料３







2015年9月12日　房日新聞 資料４



2015年9月13日　房日新聞



2015年9月15日　房日新聞



2015年9月16日　房日新聞
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